
 

 

たと考えられる出来事は、業

種等ごとに異なる傾向が見

られ、例えば建設業では「（重

度の）病気やケガ」が高い水

準です。 

◆ストレスや悩みの元に届

く対策を 

今回の白書からは、労働者

が抱くストレスの傾向が読

み取れます。第２章では対策

も豊富に取り上げられてお

り、参考になります。大切な

従業員を守るために、ストレ

スや悩みの元に届く対策を

検討していきましょう。 

フリーランス法施行から１年 

違反行為に対する指導の現状 

◆違反行為は 445件 

フリーランス・事業者間取

引適正化等法（以下「フリー

ランス法」という）が施行さ

れ、11月１日で１年となり、

同法の所管省庁である公正

取引委員会、中小企業庁、厚

生労働省は、３万社の発注事

業者を対象に行ったフリー

ランスとの取引に関する調

査の結果を公表しました。 

これによると、公正取引員

会は、フリーランス法違反行

為による４件の「勧告」と 441

件の「指導」を行いました。

勧告は、大手出版社や音楽教

室などに対し、同法３条１項

（取引条件の明示義務）およ

び４条５項（期日における報

酬支払義務）、５条２項１号

（不当な経済上の利益の提

供要請の禁止）の規定に違反

する事実について行われま

した。また、同委員会は、今

年３月にゲームソフトウェ

ア業、アニメーション制作

業、リラクゼーション業など

の事業者に集中的に調査を

行い、45社に対して契約書や

発注書の記載、発注方法、支

払期日の定め方等の是正を

求める指導を行いました。 

◆ハラスメント対策や募集

の際にも注意が必要 

都道府県の労働局による

と、ハラスメント対策に係る

体制整備義務（フリーランス

法 14 条）と募集情報の的確

表示義務（同法 14条）の違反

に関する指導等が多くなっ

ています。 発注事業者は、

ハラスメントによりフリー

ランスの就業環境を害しな

いよう相談対応のための体

制整備などの措置を講じな

ければなりません。 

また、広告等によりフリー

ランスを募集する際は、その

情報について、虚偽の表示ま

たは誤解を生じさせる表示

をしてはならず、正確かつ最

新の内容に保たなければな

りません。 フリーランスに

業務を委託する際には、フリ

ーランス法で規制されてい

る項目についてあらためて

確認する必要があります。 

サイバー攻撃予防訓練のすす

め 

◆サイバー攻撃も“災害”と

して認識すべき時代 

 近年、企業を狙ったサイバ

ー攻撃が急増しています。標

的型メールやランサムウェア

など、その手口は巧妙化して

おり、従業員の一瞬の油断が

情報漏洩や業務停止といった

重大な被害につながるおそれ

があります。とりわけ人事・

労務部門が扱う情報は機密性

が高く、万が一流出した場

合、その被害は災害並みで

す。 そこで、企業の情報イ

ンフラのＢＣＰとして、サイ

バーセキュリティの防災訓練

が有効になってきます。 

◆訓練の具体的な進め方 

 例えば、実際の攻撃を模し

た疑似メールを従業員に送

信。開封やリンククリックの

有無を確認し、現状のリスク

感度を把握します。結果をも

とに、どのようなメールが危

険か、どう対応すべきかを学

ぶ研修を行い、実践的な知識

と意識の向上を図ります。 

 また、実際に攻撃を受けて

感染等してしまい、インフラ

が止まってしまった場合等を

想定して、その際の初動対応

やオフラインでどのような作

業がどこまで可能か等、確認

しながら行うことも有効で

す。 

 

 国税庁ホームページによ

れば、改正は人事院勧告

（令和７年８月７日）を受

けたもので、勧告本文で

は、「民間の支給状況等を踏

まえ、200円から 7,100円ま

での幅で引上げ改定を行

い、令和７年４月に遡及し

て実施する」とされていま

す。なお、この実施は 11月

11日に閣議決定されていま

す。 

◆令和８年４月以降のさら

なる改正も検討 

 令和８年４月以降のさら

なる改正について、税制改

正の議論を踏まえて決める

方針とも報じられていま

す。人事院勧告には、「令和

８年４月から、上限を『100

㎞以上』とし、『60㎞以上』

の部分について５㎞刻みで

新たな距離区分を設ける」、

「１か月当たり 5,000円を

上限とする駐車場等の利用

に対する通勤手当を令和８

年４月から新設する」とあ

ります。 

「令和７年版 過労死等防止対

策白書」が公表されました 

◆過労死等防止対策白書と

は 

厚生労働省は、「令和７年

版 過労死等防止対策白書」

を公表しました。過労死等の

現状や政府の取組みを毎年

報告するものです。今回の白

書では、過労死等の労災請求

件数や労災支給決定（認定）

件数に関する傾向の分析に

加え、重点業種（自動車運転

従事者、教職員、ＩＴ産業、

外食産業、医療、建設業、メ

ディア業界、芸術・芸能分野）

の労災認定状況、外食産業に

おける労働者アンケートの

結果等を報告しています。 

◆過労死等の労災請求件数

の推移 

白書によると、令和６年度

の民間雇用労働者の精神障

害による労災認定件数は

1,055 件で過去最多水準で

す。また、脳・心臓疾患での

認定も増加傾向にあります。

精神障害事案の決定件数を、

要因となった出来事の類型

別に見ると、「対人関係」が

1,519件であり、他に比べて

非常に多くなっています（次

点が「仕事の量、質」の 519

件）。内訳では「上司とのト

ラブル」が６割以上を占めて

います。重点業種のうち、精

神障害事案の３年ごとの平

均数が多くなったのは、「医

療」「建設業」「自動車運転

従事者」です。発病に関与し

マイカー通勤手当の非課税限

度額が令和７年分年末調整か

ら引上げに？ 

◆令和７年分年末調整にお

ける改正事項 

 今年の年末調整につい

て、国税庁ホームページで

は、(1)「基礎控除」や「給

与所得控除」の見直し、(2)

「扶養親族等の所得要件」

の改正、(3)「特定親族特別

控除」の創設、が行われて

いるとして、情報を提供し

ています。また、「通勤手当

に係る非課税限度額の改正

が行われる場合には、年末

調整での対応が必要となる

ことがあります」とありま

す。社会保険料の算定基礎

にも影響する可能性があり

ますので、最新情報を確認

しておきましょう。 

◆政府が方針を決定 

 11月 12日、政府が非課税

限度額を引き上げる方針を

固めたと報じられました。

10㎞以上 15㎞未満の場合に

月額 7,100円までから 7,300

円に、55㎞以上の場合に月

額 31,600円までから 38,700

円までに引き上げるとされ

ています。 

◆ベースは人事院勧告 
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